
三次市地域公共交通会議設置要綱の一部を改正 新旧対照表 

改 正 案 現 行 

(設置) (設置) 
第1条 道路運送法(昭和26年法律第
183 号)の規定に基づき，地域におけ
る需要に応じた住民の生活に必要
なバス等の旅客輸送の確保その他
旅客の利便の増進を図り，地域の実
情に即した輸送サービスの実現に
必要となる事項を協議するため，ま
た，地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律(平成 19 年法律第 59
号)第 6 条第 1 項の規定に基づき，
地域公共交通総合連携計画(以下
「連携計画」という。)の作成に関
する協議及び連携計画の実施に係
る連絡調整を行うため，三次市地域
公共交通会議(以下「交通会議」と
いう。)を置く。 

第1条 道路運送法(昭和26年法律第
183 号)の規定に基づき，地域におけ
る需要に応じた住民の生活に必要
なバス等の旅客輸送の確保その他
旅客の利便の増進を図り，地域の実
情に即した輸送サービスの実現に
必要となる事項を協議するため，  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          三次市地域
公共交通会議(以下「交通会議」と
いう。)を置く。 

(協議事項) (協議事項) 
第 2 条 交通会議は，次に掲げる事項
を協議する。 

第 2条 交通会議は，次に掲げる事項
を協議する。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 
(3) 連携計画の策定及び変更の協
議に関する事項 

                  
        

(4) 連携計画の実施に係る連絡調
整に関する事項 

                  
        

(5) 連携計画に位置づけられた事
業の実施に関する事項 

                  
           

(6) 略 (3) 略 
(役員) (会長) 
(交通会議の委員) (交通会議の構成委員) 
第 3 条 委員は，次に掲げる者とす
る。 

第 3条 委員は，次に掲げる者のうち
から市長が任命し，又は委嘱する。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 
(6) 国土交通省中国運輸局広島運
輸支局長又はその指名する者 

(6) 国土交通省中国運輸局広島運
輸支局首席運輸企画専門官  

(7) 広島県企画振興局地域振興部
長又はその指名する者  

(7) 広島県企画振興局地域振興部
地域政策課交通対策室長 

(8) 略 (8) 略 
(9) 広島県警察三次警察署長又は (9) 広島県三次警察署交通課長  
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その指名する者         
(10) 略 (10) 略 
第 5 条 交通会議に次の役員を置く。 第 5条 交通会議に会長を置く。   
(1) 会長 1 人           
(2) 副会長 1 人            
(3) 監事 2 人           
2 会長は，副市長をもって充てる。 2 会長は副市長をもって充てる。  
3 副会長及び監事は，委員の互選に
よって定める。 

3 会長は，会務を総理し，交通会議
を代表する。  

4 会長，副会長及び監事は，相互に
これを兼ねることができない。   
                 
   

4 会長に事故があるとき，又は会長
が欠けたときは，あらかじめ会長の
指名する委員がその職務を代理す
る。 

(役員の職務)         
第 6 条 会長は，会務を総理し，交通
会議を代表する。 

                  
         

2 副会長は，会長を補佐し，会長に
事故があるとき，又は会長が欠けた
ときは，会長の職務を代理する。 

                  
                 
                

3 監事は，交通会議の会計を監査す
る。 

                  
   

(会議) (会議) 
第 7 条 略 第 6 条 略 
(協議結果の尊重義務) (協議結果の尊重義務) 
第 8 条 略 第 7 条 略 
(軽微な事項に関する取扱い) (軽微な事項に関する取扱い) 
第 9 条 略 第 8 条 略 
(幹事会) (幹事会) 
第10条 略 
(分科会) 

第 11 条 交通会議に，第２条の各号 
に掲げる事項について専門的な調
査及び検討を行うため，必要に応じ
分科会を置くことができる。 

第 9条  略 
    
                   
                 
                 
              

(財務)      
第 12 条 交通会議の予算編成，現金
の出納，その他財務に関し必要な事
項は，会長が別に定める。 

                   
                 
             

(交通会議が解散した場合の措置)                  
第 13 条 交通会議が解散した場合に
は，交通会議の収支は，解散の日を
もって打切り，会長であった者がこ
れを決算する。 

                   
                 
                 
        



(事務局) (庶務) 
第 14 条 交通会議の事務局は，自治
振興部自治振興課に置き，処理する
ものとし，必要な事項は会長が別に
定める。 
（報酬及び費用弁償） 
第 15 条 委員等は，会議に出席した
ときは報酬及び費用弁償を受ける
ことができる。 

２ 報酬及び費用弁償の額及び支給
方法等は，三次市特別職の職員で非
常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例（平成１６年三次市条例
第６６号）及び三次市報償費（謝礼）
支払基準の例による。 

第 10 条 交通会議の庶務は，自治振
興部自治振興課において処理する。 
 
 
        
                  
                  
         
                  
                  
                                   
                   
                                   
            

(その他) (その他) 
第 16 条 この告示に定めるもののほ
か，この告示の施行に関し必要な事
項は，会長が交通会議に諮り別に定
める。 

第 11 条 この告示に定めるもののほ
か，この告示の施行に関し必要な事
項は，市長が       別に定
める。 

 


